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【公開版】

１．文章中の下線部は，Ｒ２からＲ４への変更箇所を示す。 

２．本資料(Ｒ４)は，令和４年４月 28 日に提出した「MOX 燃料加工施設における第一回設工認申請

の申請対象に係る考え方Ｒ２」に対し，以下の変更を実施したものである。 

・Ｒ３の改訂(令和４年５月 20 日提出)においては，資料内容を溢水を対象とした記載へと修

正し，溢水による損傷の防止の設計方針に係る全体概要を記載するとともに，溢水防護区画

図，溢水防護対象設備リスト等の参考情報(本資料(Ｒ４)の参考-2～5)を追加した。

・Ｒ４の改訂においては，令和４年６月 10 日に提出した「本文、添付書類、補足説明項目へ

の展開(溢水)(MOX 燃料加工施設) 溢水 00-02 Ｒ10」の別紙１，別紙４の記載を反映すると

ともに，建屋開口部の設置高さに関する図面(本資料(Ｒ４)の参考-1)を追加した。
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1．概要 

本資料は，MOX 燃料加工施設の第１回設工認申請のうち，以下の添付書類

における説明事項に関連し，第１回設工認申請の申請対象設備である燃料

加工建屋について，設工認申請対象の考え方について補足説明を行うもの

である。 

・「Ｖ－１－１－７－１ 溢水による損傷防止の基本方針」 

本資料では，溢水による損傷防止に関連し，第１回設工認の申請対象設

備である燃料加工建屋について，技術基準規則の要求事項との関係につい

て説明する。また，溢水による損傷防止における設計方針の全体概要につい

ても説明する。 

なお，本資料は第１回設工認申請のうち MOX 燃料加工施設に係る事項を

示しているが，第２回設工認申請以降の再処理施設に対しても同じ考え方

を適用する。 

 

2．溢水による損傷防止における設計方針 

2.1 申請書における記載内容 

溢水による損傷防止としての基本設計方針等について，第１回申請に

おいて，以下の通り示している。 

基本設計方針 添付書類 

（溢水防護区画及び溢水経路の設定） 

溢水評価に当たっては，溢水防護

区画を以下のとおり設定する。 

(1)  溢 水 防 護 対 象 設 備 が 設 置 さ れ

ている区画 

(2) 中央監視室等 

(3) 運転員が，溢水が発生した区画

を 特 定 す る た め に ア ク セ ス す る 又

は 必 要 に よ り 隔 離 等 の 操 作 が 必 要

な設備にアクセスする通路部 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床

段 差 等 又 は そ れ ら の 組 合 せ に よ っ

て 他 の 区 画 と 分 離 さ れ る 区 画 と し

て設定する。 

 

 

 

 

溢 水 評 価 に 当 た っ て 考 慮 す る 溢

水経路は，溢水の影響を受けて，溢

水 防 護 対 象 設 備 の 安 全 機 能 を 損 な

う お そ れ が あ る 高 さ 及 び 溢 水 防 護

区画を構成する壁，扉，堰，床段差

等の設置状況を踏まえ，溢水防護区

（溢水防護区画及び溢水経路の設定） 

溢水防護区画は，溢水防護対象設備

が設置されている区画，中央監視室，

制御第1室，制御第4室及び運転員が，

溢水が発 生した区 画を特定 するため

にアクセ スする又 は必要に より隔離

等の操作 が必要な 設備にア クセスす

る通路部(以下「アクセス通路部」とい

う。)について設定する。 

 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段

差等又は それらの 組合せに よって他

の区画と 分離され る区画と して設定

し，溢水防護区画を構成する壁，扉，

堰，床段差等については，現場の設備

等の設置状況を踏まえ，溢水の伝播に

対する評価条件を設定する。 

 

溢 水 評 価 に 当 た っ て 考 慮 す る 溢水

経路は，溢水の影響を受けて，溢水防

護対象設 備の安全 機能を損 なうおそ

れがある 高さ並び に溢水防 護区画と

その他の区画(溢水防護対象設備が存

在しない区画又は通路)との間におけ
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基本設計方針 添付書類

画内の水位が最も高くなるように，

よ り 厳 し い 結 果 を 与 え る 溢 水 経 路

を設定する。 

また，消火活動により区画の防水

扉及び水密扉を開放する場合は，開

放 し た 防 水 扉 及 び 水 密 扉 か ら の 消

火水の伝播を考慮する。 

防水扉及び水密扉については，扉

の閉止運用を保安規定に定めて，管

理する。 

る伝播経 路となる 防水扉及 び水密扉

以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井

開口部及び貫通部，床面開口部及び貫

通部，床ドレンの連接状況並びにこれ

らに対す る流入防 止対策の 有無を踏

まえ，溢水防護区画内の水位が最も高

くなるように，より厳しい結果を与え

る溢水経路を設定する。 

火 災 に よ り 貫 通 部 の 止 水 機 能 が損

なわれる場合には，当該貫通部からの

消火水の流入を考慮する。 

消 火 活 動 に よ り 区 画 の 防 水 扉 及び

水密扉を開放する場合は，開放した防

水扉及び 水密扉か らの消火 水の伝播

を考慮した溢水経路とする。 

防水扉及び水密扉については，扉の

閉止運用を保安規定に定めて，管理す

る。 

（没水の 影響に対 する評価 及び防護

設計方針） 

想 定 し た 溢 水 源 か ら 発 生 す る 溢

水 量 と 溢 水 防 護 区 画 及 び 溢 水 経 路

から算出した溢水水位に対し，溢水

防 護 対 象 設 備 が 没 水 に よ り 安 全 機

能を損なわないことを評価する。 

没 水 に よ る 影 響 評 価 結 果 を 踏 ま

え，壁，防水扉，水密扉，堰及び床

ド レ ン 逆 止 弁 の 設 置 等 の 対 策 を 行

うことにより，溢水防護対象設備が

没 水 に よ り 安 全 機 能 を 損 な わ な い

設計とする。 

（没水の 影響に対 する評価 及び防護

設計方針） 

想 定 し た 溢 水 源 か ら 発 生 す る 溢水

量と溢水 防護区画 及び溢水 経路から

算出した溢水水位に対し，溢水防護対

象設備が 安全機能 を損なう おそれが

ある高さ(以下「機能喪失高さ」とい

う。)を比較し，溢水防護対象設備が没

水により 安全機能 を損なわ ないこと

を評価する。 

また，溢水の流入状態，溢水源から

の距離，溢水が滞留している区画での

人のアク セスによ る一時的 な水位変

動を考慮し，機能喪失高さは発生した

溢水によ る水位に 対して安 全余裕を

確保する設計とする。 

さらに，床勾配のある区画について

は，床面高さのばらつきを考慮し安全

余裕を確保する設計とする。 

没 水 の 影 響 に 対 す る 評 価 結 果 を踏

まえ，壁，防水扉，水密扉，堰及び床

ドレン逆 止弁の設 置等の対 策を行う

ことにより，溢水防護対象設備が没水

により安 全機能を 損なわな い設計と

する。 
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基本設計方針 添付書類

（燃料加 工建屋外 で発生す る溢水に

関する溢水評価及び防護設計方針） 

燃 料 加 工 建 屋 外 で 発 生 を 想 定 す

る溢水が，溢水防護区画に流入しな

いことを評価する。 

燃 料 加 工 建 屋 外 で 発 生 を 想 定 す

る溢水の影響評価結果を踏まえ，燃

料 加 工 建 屋 外 で 発 生 を 想 定 す る 溢

水 に よ る 影 響 を 評 価 す る 上 で 期 待

す る 範 囲 を 境 界 と し た 燃 料 加 工 建

屋内への流入を壁(貫通部止水処置

を含む。)，扉，堰等により防止する

設計とすることにより，溢水防護対

象 設 備 が 安 全 機 能 を 損 な わ な い 設

計とする。 

また，地下水に対しては，流入経

路 に 地 下 水 面 か ら の 水 頭 圧 に 耐 え

る壁(貫通部止水処置を含む。)，扉

等 に よ る 流 入 防 止 措 置 を 実 施 す る

ことにより，地下水の流入による影

響 を 評 価 す る 上 で 期 待 す る 範 囲 を

境 界 と し た 燃 料 加 工 建 屋 内 へ の 流

入を防止する設計とし，溢水防護対

象 設 備 が 安 全 機 能 を 損 な わ な い 設

計とする。 

（燃料加 工建屋外 で発生す る溢水に

関する溢水評価及び防護設計方針） 

燃 料 加 工 建 屋 外 で 発 生 を 想 定 す る

溢水が，溢水防護区画に流入しないこ

とを評価する。

燃 料 加 工 建 屋 外 で 発 生 を 想 定 す る

溢水の影響評価結果を踏まえ，燃料加

工建屋外 で発生を 想定する 溢水によ

る影響を 評価する 上で期待 する範囲

を境界と した燃料 加工建屋 内への流

入を壁(貫通部止水処置を含む。)，扉，

堰等によ り防止す る設計と すること

により，溢水防護対象設備が安全機能

を損なわない設計とする。 

地表面に滞留する溢水に対しては，

燃料加工 建屋外で 発生を想 定する溢

水による 影響を評 価する上 で期待す

る範囲を 境界とし た燃料加 工建屋内

へ流入しないよう，建屋外壁の開口部

の設置高さを確保する設計とする。

また，地下水に対しては，流入経路

に地下水 面からの 水頭圧に 耐える壁

(貫通部止水処置を含む。)，扉等によ

る流入防 止措置を 実施する ことによ

り，地下水の流入による影響を評価す

る上で期 待する範 囲を境界 とした燃

料加工建 屋内への 流入を防 止する設

計とし，溢水防護対象設備が安全機能

を損なわない設計とする。 

2.2 第１回申請の対象範囲

 「2.1 申請書における記載内容」に示す設計方針は，溢水影響評価や

評価を踏まえた防護設計に係る設計方針を示すものであるが，当該設

計方針において燃料加工建屋を構成する部材等の設計（構造，強度等）

の前提条件として新たに付与する事項はなく，建屋設計として考慮さ

れているコンクリート強度や床段差等の設計事項を適用して溢水防護

設計を行っている。このため，設工認申請における燃料加工建屋とし

ての申請対象範囲に関係して，溢水対策の要求として設計する事項は

ない。

 溢水防護区画：溢水防護対象設備を設置する部屋等を防護区画と

して設定する，溢水評価における経路設定等に防護区画を用いる

が，火災区画構築物のように壁厚等を設定するうえでの条件を溢
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水として要求することはない。 

  床：溢水評価において床勾配のある区画については，床面高さのば

らつきを考慮するとしているが，設定される勾配を考慮するとす

るもので，勾配の条件を溢水として要求することはない。 

  貫通部：溢水防護区画外からの溢水の流入を防止する対策として

考慮するが，貫通部を設ける必要のある設備と溢水評価結果を踏

まえて設定するものであることから，建物としての要求事項とし

ない。 

  建屋外壁の開口部：建屋外での溢水の流入を防止するための措置

として建屋外壁の開口部の設置高さを確保する必要があることか

ら，第１回申請対象である燃料加工建屋の設計として示す。具体的

には，添付書類において「地表面に滞留する溢水に対しては，燃料

加工建屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期待

する範囲を境界とした燃料加工建屋内へ流入しないよう，建屋外

壁の開口部の設置高さを確保する設計とする。」ことを設計方針と

して示し，添付図面において建屋開口部の設置高さを示す(参考 -

1)。  

 

3. 溢水による損傷防止における設計方針の全体概要 

上記 2.に示すとおり，MOX 燃料加工施設における第１回設工認申請での

溢水による損傷防止に関する申請内容の考え方を整理した。 

本章では，今後の後次回申請における溢水による損傷防止に関する基本

設計方針等での示し方について，その概要を示す。なお，以下に示す設備の

配置場所等の詳細設計情報については，今後の設計進捗にともない申請時

に変更が生じる可能性がある。その場合には，最新の設計情報を反映し適切

な内容で申請する。 

 

(1) MOX 燃料加工施設の溢水防護設備等の分割申請方針 

  MOX 燃料加工施設は，建設工事の工程を考慮して，４回に分割して設

工認申請を行うことを計画している。この分割申請計画では，第１回申

請で燃料加工建屋を申請し，建設工事等を考慮し，溢水防護対象設備を

第２回申請から第４回申請に分けて，順次申請する。また，溢水防護対

象設備が申請として出揃ったうえで説明する必要がある溢水評価及び

溢水評価での条件等に関係する溢水防護設備については，第４回申請に

おいて示す。 
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(2) 溢水による損傷防止の設計の申請内容

a. 第１回申請（燃料加工建屋）

 上記，2.2 において示す。 

b. 第２回申請から第４回申請（溢水防護対象設備）

溢水防護対象設備を申請する申請書においては，第１回申請で示す

溢水に対する防護設計の基本設計方針に基づき，各設備が溢水によっ

て機能喪失しないことを確認するために必要な設計条件のうち，設備

設計に係る溢水防護上の配慮が必要な高さ及び設置場所(溢水防護上

の区画番号）を溢水防護対象設備の仕様表において示す。また，添付

書類「Ⅴ－１－１－７－２ 溢水防護対象設備の選定」にて，各溢水

防護区画図及び溢水防護対象設備のリストを示す(参考-2，参考-3)。  

c. 第４回申請（溢水防護設備及び溢水評価） 

 溢水評価を申請する申請書においては，溢水防護設備(堰，緊急時遮

断弁等）の設計情報並びに想定する溢水源及び溢水量から，各溢水防

護区画への溢水経路をもとにして溢水水位の算出方法及びその結果を

示すとともに,b.に示した各溢水防護対象設備の溢水防護上の配慮が

必要な高さとの比較により，溢水防護対象設備が安全機能を損なわな

いことを説明する。 

溢水評価において想定する溢水源及び溢水量については，添付書類

「Ⅴ－１－１－７－３ 溢水評価条件の設定」にて示す(参考-4)。溢

水評価結果については，添付書類「Ⅴ－１－１－７－４ 溢水影響に

関する評価」にて示す。溢水防護設備(堰，緊急遮断弁等)の詳細設計

については，添付書類「Ⅴ－１－１－７－５ 溢水防護設備の詳細設

計」にて示す(参考-5)。

溢 水防 護

対 象設 備

溢 水防 護

区 画図

溢 水防 護

対 象設 備

の リス ト

溢 水源

及 び

溢 水量

溢 水評 価

結 果

溢 水防 護

設 備の

詳 細設 計

第 ２回 申 請 〇 〇 〇 ― ― ―

第 ３回 申 請 〇 〇 〇 ― ― ―

第 ４回 申 請 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 :申 請あ り

￣ :  申 請 なし

以 上
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第 2.2.1-5 図 燃料 加 工 建 屋 地上 1 階 平 面 図（ T.M.S.L.56.80m）（ 1/2）

参考-1  

建 屋開 口 部 の 設 置高 さ

T.M.S.L.＋ 56.80m 

建 屋開 口 部 の 設 置高 さ

T.M.S.L.＋ 55.80m 

建 屋開 口 部 の 設 置高 さ

T.M.S.L.＋ 56.80m 

建 屋開 口 部 の 設 置高 さ

T.M.S.L.＋ 56.85m 

建 屋開 口 部 の 設 置高 さ

T.M.S.L.＋ 56.80m 

建 屋開 口 部 の 設 置高 さ

T.M.S.L.＋ 56.98m 

建 屋開 口 部 の 設 置高 さ

T.M.S.L.＋ 56.80m 

建 屋開 口 部 の 設 置高 さ

T.M.S.L.＋ 57.03m 

建 屋開 口 部 の 設 置高 さ

T.M.S.L.＋ 56.80m 

8



7
 

第 2.2.1-8 図 燃料 加 工 建 屋 A-A 断 面 図

GL＝ T.M.S.L.＋ 55.00m 

9



8 

参考-2 

溢水防護区画図及び溢水防護対象設備リスト（例） 

 

今後の後次回申請において，溢水防護対象設備を順次申請する。各申請回

における溢水防護対象設備は，添付書類「Ⅴ－１－１－７－２ 溢水防護対

象設備の選定」においてリストとして示すとともに，当該設備を設置するこ

とで設定する溢水防護区画図を示す。 

参考として，燃料加工建屋(地下 3階)の溢水防護区画図の例を図 1に示す。

また，溢水防護対象設備のリストの例を表 1 に示す。 

 

 

図１ 溢水防護区画図（例：燃料加工建屋 地下 3 階） 
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表 1 溢水防護対象設備リスト（例示） 

設備区分 設備 溢水防護区画 

原料 MOX 粉末缶取出設備 
原料 MOX 粉末缶取出装置グロ

ーブボックス 
PA-1-02 

原料 MOX 粉末缶取出設備 
原料 MOX 粉末缶取出装置グロ

ーブボックス 
PA-1-08 

スクラップ処理設備 
回収粉末微粉砕装置グローブ

ボックス 
PA-1-08 

粉末調整工程搬送設備 
原料粉末搬送装置-1 グロー

ブボックス 
PA-1-08 

粉末調整工程搬送設備 
原料粉末搬送装置-2 グロー

ブボックス 
PA-1-08 

粉末調整工程搬送設備 
原料粉末搬送装置-3 グロー

ブボックス-1 
PA-1-08 

粉末調整工程搬送設備 
調整粉末搬送装置-1 グロー

ブボックス 
PA-1-08 

原料 MOX 粉末缶一時保管

設備 

原料 MOX 粉末缶一時保管装置

グローブボックス 
PA-1-08 

粉末一時保管設備 
粉末一時保管装置グローブボ

ックス-1 
PA-1-09 

粉末調整工程搬送設備 
調整粉末搬送装置-1 グロー

ブボックス 
PA-1-10 

粉末調整工程搬送設備 
調整粉末搬送装置-3 グロー

ブボックス 
PA-1-10 

粉末調整工程搬送設備 
調整粉末搬送装置-4 グロー

ブボックス 
PA-1-10 

粉末調整工程搬送設備 
調整粉末搬送装置-6 グロー

ブボックス 
PA-1-10 

粉末調整工程搬送設備 
調整粉末搬送装置-7 グロー

ブボックス-1 
PA-1-10 

粉末調整工程搬送設備 
調整粉末搬送装置-8 グロー

ブボックス 
PA-1-10 
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参考-3 

溢水防護区画の設定について 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差，シャッタ及びハッチの位置を踏ま

えて，他の区画と分離される区画として設定する。 

溢水防護区画の設定において考慮するシャッタは，火災区域境界の開口部

に設置するグローブボックスに設置する防火シャッタである。ハッチは，物

品の搬出入時における上下階の移動のために廊下等に設置するものである。 

なお，上記に示すシャッタ及びハッチ並びに扉のうち防水扉及び水密扉を

除いた一般扉については，構造上水密性が期待できないことから，溢水評価

においては溢水が伝播する溢水経路として扱う。 

シャッタ及びハッチの設置の例として図 2 に示す。 

 

 

 

 

 

図 2 シャッタ及びハッチの設置の例 

  

 地下 3 階天井面

にハッチ 

防火シャッタ

グローブボックス グローブボックス

ケーシング

壁

壁
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参考-4 

想定する溢水源及び溢水量について 

 

 MOX 燃料加工施設における溢水評価については，第４回申請における添付

書類「Ⅴ－１－１－７－３ 溢水評価条件の設定」において示す予定であ

る。この添付書類の中で，溢水評価において想定する溢水源及び溢水量につ

いて説明する。 

 

燃料加工建屋内における溢水源となり得る設備は以下のとおりである。 

 

・冷却水設備 

・焼結設備(冷却水) 

・小規模試験設備(冷却水) 

・分析設備 

・液体廃棄物の廃棄設備 

・空調用蒸気設備 

・空調用冷水設備 

・換気空調設備 

・窒素循環用冷却水設備 

・非常用所内電源設備(燃料油) 

・消火設備(消火水) 

・飲料水設備 

・工業用水設備 

 

 上記設備のうち，想定破損による溢水において，溢水源として想定しない

設備については，溢水評価結果を申請する第４回申請において応力評価結果

を添付書類「Ⅴ－１－１－７－７ 溢水防護設備の強度計算書」に示す。ま

た，地震起因による溢水において，溢水源として想定しない設備について

は，溢水評価結果を申請する第４回申請において耐震評価結果を添付書類

「Ⅲ－５ 溢水防護設備の耐震性に関する計算書」に示す。 

 

 溢水評価において想定する溢水量については，応力評価結果及び耐震評価

結果を踏まえ算定し，その結果を添付書類「Ⅴ－１－１－７－３ 溢水評価

条件の設定」で示す。 
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参考-5 

溢水防護設備について 

 

第４回申請では，溢水評価結果とともに，溢水防護設備について申請す

る。 

燃料加工建屋に設置する溢水防護設備としては，堰，緊急遮断弁，自動検

知・遠隔隔離システム，床ドレン逆止弁，地震計及び貫通部止水処置があ

り，これらにより，溢水防護対象設備が溢水の影響を受けないことを溢水評

価により確認する。 

これら溢水防護設備は，発電炉において採用している設備と同様のもので

あり，第４回申請の添付書類「Ⅴ－１－１－７－５ 溢水防護設備の詳細設

計」において詳細設計を説明する。 
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